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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei
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〈
出
題
〉
九
段　

西
村
一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉

　

飛
車
と
角
の
協
力
で
す
。

（　

分
で
二
段
）

10

体
罰
が
後
を
絶

た
な
い
。
愛
情

が
あ
れ
ば
、
と

是
認
す
る
風
潮

も
あ
る
。
特
に

ス
ポ
ー
ツ
界
に

お
い
て
顕
著
だ
が
、
学
生
ス

ポ
ー
ツ
に
お
い
て
こ
れ
が
許

さ
れ
な
い
の
は
当
然
だ
▼
不

幸
な
事
件
が
お
き
た
。
大
阪

市
立
桜
宮
高
校
の
一
件
で
あ

る
。
不
思
議
な
こ
と
に
大
阪

市
長
は
、
自
身
こ
れ
ま
で
体

罰
を
容
認
す
る
発
言
を
繰
り

返
し
な
が
ら
、
事
件
後
は

「
反
省
し
た
」
と
し
、
責
任
を

す
べ
て
当
該
教
師
と
学
校
側

に
押
し
付
け
、
当
校
教
職
員

は
全
員
異
動
さ
せ
、
体
育
科

は
廃
止
、
と
教
育
委
員
会
に

介
入
し
た
▼
こ
れ
で
問
題
が

解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
市
長
自
身
が
体
罰

を
根
絶
す
る
方
策
を
示
す
べ

き
だ
。
自
ら
は
責
任
を
取
ら

ず
、
前
言
を
平
気
で
翻
し
、

反
対
す
る
者
を
徹
底
的
に
弾

圧
す
る
。
こ
の
橋
下
氏
の
人

間
性
を
私
た
ち
は
肝
に
銘
じ

て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

の
旗
は
下
げ

　

ら
れ
な
い

賃
下
げ
反

賃
下
げ
反
対対

　今今日日、、いのちいのちとと
　健康を守健 康 を 守 るる

要求要求書書提出提出

　

全
国
税
は
２
月　

日
を

１２

「
い
の
ち
と
健
康
を
守
る
全

国
統
一
行
動
日
」
と
位
置
付

け
、
全
国
各
地
で
確
定
申
告

期
課
題
を
中
心
と
し
た
要
求

書
を
署
長
、
局
長
へ
提
出
し

ま
す
。

　

今
年
は
、「
改
正
通
則
法
」

の
定
着
と
、
並
行
し
て
行
わ

れ
る
最
初
の
確
定
申
告
期
で

す
が
、
挙
署
一
体
体
制
が
と

れ
る
か
の
試
金
石
で
す
。
す

で
に
都
市
部
周
辺
署
で
は
、

庁
の
確
申
期
の
後
ろ
倒
し
策

に
よ
り
多
数
の
来
署
者
に
対

応
で
き
ず
納
税
者
か
ら
苦
情

の
声
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

全
国
税
は
、
健
康
保
持
を

最
優
先
と
し
、
一
人
の
病

人
、
死
亡
者
も
出
さ
な
い
た

め
に
①
必
要
な
要
員
を
確
保

し
、
超
勤
を
前
提
と
し
た
過

重
な
負
担
を
さ
せ
な
い
②
超

勤
の
温
床
で
あ
る
受
付
時
間

５
時
ま
で
を
４
時
ま
で
と
広

報
す
る
こ
と
③
平
常
業
務
に

支
障
を
き
た
す
日
曜
開
庁
を

や
め
る
よ
う
要
求
し
ま
す
。

確申期、一人の死者も出すな

　

１
月　

日
（
月
）　

時　

分
か
ら
東
京
地
裁
第
１
０
３
号
法
廷
で
、
三
回
目
の
口

21

15

30

頭
弁
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

全
国
税
か
ら
は
、
高
橋
誠
さ
ん
（
東
京
・
品
川
分
会
）
と
、
高
橋
浩
司
さ
ん
（
関

信
・
大
宮
分
会
）
二
名
の
原
告
が
傍
聴
し
、
意
見
陳
述
で
は
全
労
働
の
小
原
原
告

（　

歳
）
が
手
取
り　

万
円
の
給
与
で
の
生
活
実
態
を
切
々
と
訴
え
ま
し
た
。

21

12

　

口
頭
弁
論
終
了
後
の
「
報
告
集
会
」
で
は
、
弁
護
団
の
各
弁
護
士
か
ら
、
原
告
が

提
出
し
た
「
準
備
書
面
」
に
沿
っ
た
ポ
イ
ン
ト
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
（
主
張
要
旨

は
別
掲
）。
今
後
の
訴
訟
日
程
と
し
て
は
、
原
告
、
被
告
の
大
枠
の
主
張
は
終
わ
り
、

時
限
立
法
で
あ
る
特
例
法
の
期
限
で
あ
る
来
年
３
月
末
ま
で
に
判
決
を
求
め
て
い

き
た
い
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
回
は
４
月　

日
（
木
）　

時
か
ら
同
じ
く
東
京
地
裁
で
行
わ
れ
ま
す
。

11

15独
法
で
も
訴
訟
提
訴

　

訴
訟
に
先
立
ち　

時　

分

12

15

か
ら
東
京
地
裁
前
で
要
求
行

動
が
行
わ
れ
4
名
の
組
合
員

が
参
加
し
ま
し
た
（
写
真
）。

　

激
励
の
あ
い
さ
つ
に
立
っ

た
全
大
教
（
国
立
大
学
職
員

 第3回　「公務員賃下げ違憲訴訟」

●佐久間弁護士
　憲法28条が保障する労働基本権について国は、人事院勧告以外に、国家公務員には
身分保障や措置要求制度などの代償措置があるので、賃下げしても良いという主張を
している。しかしながら、身分保障や措置要求などは代償措置には当たらない。十分
かどうか別にして代償措置といえるのは人事院勧告しかない。情勢適応の原則に則っ
た人事院勧告で出された０.23％を超えて引き下げる道理はない。人事院勧告、情勢適
応の原則、勤務条件法定主義の三つがそろって、ぎりぎり合憲といえるものが、今回
は全部崩されたということになる。団体交渉権についても、協約締結権がないという
ことで否定している。しかし、団体交渉権は協約締結権に集約されるものではなく
もっと広いものである。また、国は誠実に団体交渉をしたと主張しているが、実態は
交渉でもなんでもない。
●三澤弁護士
　国は団体交渉をしていると主張しているが、憲法28条で保障しているのは、交渉の
場をつくって労働組合の主張を聞けばよいというものではない。使用者に誠実交渉義
務を課しているものである。国は自らの決定を押しつけ、十分な資料も出さずに一般
論だけを主張しているが、これは誠実に団体交渉を行ったとはいえない。国公労連は
労働総研の資料などを使って、賃下げされた場合の悪影響などを具体的に提示してい
るのに、国から提出されたのは、インターネットでもすぐに出せるような粗末な資料
しかなかった。また、国公労連は、国家公務員の賃下げが国の財政にどう貢献するか
について、全体の財政再建計画を示せと要求していたのに、出てきたのは閣議決定の
抜粋のみで、抽象論しか書いていない。これでは誠実に団交を行ったとはとても言え
ない。
●野本弁護士
　ＩＬＯには条約監視のしくみがあり、２００２年の提訴以来、日本政府はＩＬＯ結社の
自由委員会から公務員制度をめぐって７回勧告されている。団体交渉権を尊重し、例
え労働基本権制約をする場合であっても、代償のしくみについても明示して勧告され
ているという状態である。そうした状況の中で、裁判所にも判断をせまりたい。
●山添弁護士
　国会議員は違憲である法律を立法し、その上団体交渉もなかったことについて責任
を問い、国家賠償法上の損害賠償を請求している。それに対する国の反論は、法律が
憲法違反かどうか、それが国家賠償法上違反かどうかは別であると主張している。し
かし、この「賃下げ法」は広く一般に適用するものではなく、国と個別の国家公務員
との間で給与を定めるものである。給与を定める法律については、人事院勧告でのみ
決められるものであって、それ以外の要素をもりこんで給与を決定するということは
許されない。使用者の側が勝手に給与を決められるとなると何でもできてしまうこと
になり、こうした恣意的な判断を許さないため人事院勧告があるはずである。人事院
勧告に従わない法律というのは憲法違反だし、各自に対しても損害を与えている。さ
らに、仮に違憲な法律を立法するのであっても、せめて団体交渉はすべきである。そ
れを行わないまま賃下げしたのは不法行為であり、賠償権が発生している。

廃
止
宿
舎
入
居
者
に
退
去
通
知

　

１
月　

日
～　

日
に
、
廃

29

30

止
宿
舎
の
入
居
者
に
対
し
、

各
局
厚
生
課
長
名
で
、
平
成

月
末
、
借
上
以
外
は　

年
7

27

月
末
、
独
身
寮
は　

年
9
月

27

末
ま
で
に
退
去
を
す
る
よ
う

に
通
告
す
る
も
の
で
す
が
、

入
居
者
か
ら
は
、「
代
替
宿

舎
は
割
当
て
ら
れ
る
か
不

安
」、「
転
居
し
た
ら
子
ど
も

が
保
育
所
に
入
れ
る
の
か
不

安
」、「
廃
止
借
上
宿
舎
の
原

状
回
復
費
用
を
な
ぜ
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」、

「
独
身
寮
が
あ
る
と
言
う
か

ら
、
地
方
か
ら
受
験
し
た
、

こ
れ
で
は
詐
欺
だ
」、「
せ
め

し
、
２
０
１
４
年
1
月
1
日

か
ら
実
施
す
る
こ
と
を
閣
議

決
定
し
ま
し
た
。

　

人
勧
を
無
視
し
た
憲
法
違

反
の
賃
下
げ
を
３
党
合
意
で

　

１
月　

日
、
政
府
は
、
２

24

０
１
２
年
人
勧
に
盛
り
込
ま

れ
た　

歳
以
上
の
昇
給
停
止

55

に
つ
い
て
民
主
党
政
権
で
の

２
年
先
送
り
の
決
定
を
覆

　

年　

月　

日
に
公
表
さ
れ

24

11

26

た「『
国
家
公
務
員
宿
舎
の
削

減
計
画
』
に
基
づ
く
コ
ス
ト

比
較
に
よ
る
個
別
検
討
結
果

及
び
宿
舎
使
用
料
の
見
直
し

に
つ
い
て
」
に
お
い
て
廃
止

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
と
の
、

文
章
が
一
方
的
に
通
知
さ
れ

ま
し
た
。

　

借
上
宿
舎
は
平
成　

年
1

27

決
定
し
な
が
ら
、
か
た
や
退

職
手
当
削
減
や
定
昇
ス
ト
ッ

プ
で
人
勧
尊
重
を
言
う
政
府

に
怒
り
を
覚
え
ま
す
が
、
自

民
党
が
反
対
し
て
い
る
労
働

協
約
締
結
権
に
固
執
し
、
賃

下
げ
部
分
だ
け
「
い
い
と
こ

ど
り
」
さ
れ
た
国
税
労
組
に

一
番
の
怒
り
を
覚
え
ま
す
。

の
組
合
）森
田
副
委
員
長
は
、
「
独
立
行
政
法
人
に
な
り
、

労
働
協
約
権
が

付
与
さ
れ
た

が
、
実
態
は
国

家
公
務
員
に
準

じ
た
給
与
削
減

あ
り
き
で
、
２

７
５
名
の
原
告

で
提
訴
し
た
」

と
の
発
言
が
あ

り
、
今
後
も
連

帯
し
て
訴
訟
で

闘
っ
て
い
く
こ

と
を
確
認
し
ま

し
た
。

て
住
居
手
当
を
引
き
上
げ
て

ほ
し
い
」
等
の
声
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

国
税
庁
は
前
回
の
交
渉

で
、「
税
務
の
職
場
は
人
事

上
の
必
要
性
が
高
い
と
5
類

型
に
認
め
ら
れ
、
必
要
な
戸

数
は
確
保
し
た
」
と
回
答
し

ま
し
た
が
、
子
育
て
や
介
護

で
転
勤
で
き
な
い
職
員
に
は

保
障
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

住
居
は
重
要
な
労
働
条
件

で
あ
り
、
廃
止
の
撤
回
を
働

き
か
け
る
よ
う
求
め
ま
す
。

「　

歳
以
上
定
昇
ス
ト
ッ
プ
」を
閣
議
決
定

５５

学 岳較較較較較較較較較較較較較較

学
岳

較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較

学 岳較較較較較較較較較較較較較較

宛
姐

鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵

人
勧
の「
い
い
と
こ
ど
り
」は
許
せ
な
い

代
替
え
宿
舎
斡
旋
の
責
任
放
棄

給与臨時特例法は憲法違反と反給与臨時特例法は憲法違反と反論論！！

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

姶逢 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

鞍
杏

庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
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パ
ロ
デ
ィ
百
人
一
首

　

☆
2
0
1
3
年
新
春

【
近
畿
・
東
大
阪
支
部
】

●
君
が
た
め
首
相
官
邸
に

出
で
て
／
原
発
ゼ
ロ
叫
ぶ

／
我
が
衣
手
に
雪
は
降
り

つ
つ
―
―
普
通
の
子
煩
悩
父

●「
ぎ
り
ぎ
り
の
餓
死
寸
前

の
／
暮
ら
し
あ
り
／　

条
25

あ
れ
ど
も
自
己
責
任
―
―
増

税
極
貧
殺
生
大
臣

●
千
万
の
声
も
聞
か
ず
永

田
町
／
た
だ
米
国
に
従
い

／
オ
ス
プ
レ
イ
押
し
つ
け

る
と
は
―
―
全
国
に
広
が
る

怒
り

●
永
ら
え
ば
ま
だ
こ
の
命

／
ナ
イ（
地
震
）起
こ
す
憂

し
と
／
見
る
は
原
発
推
進

派
―
―
不
死
身
の
活
断
層

●
古
の
奈
良
の
都
の
八
重

桜
／
今
日
原
発
な
く
し
て

と
わ
に
匂
わ
ん
―
―
永
世
大

衆●
世
を
な
め
て
／
原
発
安

全
偽
る
と
も
／
世
の
大
方

の
民
は
許
さ
じ
―
―
原
発

ノ
ー
言
う
人

職
場
の
声

【
東
海
・
愛
知
東
支
部
】

　
　

月
に
入
り
職
場
で
は

12
大
忙
し
で
す
。
と
く
に
賦

課
部
門
で
は
通
則
法
改
正

で
そ
の
対
応
に
追
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
「
こ
の
ご
ろ
の
看
護
師
さ

ん
は
、
患
者
さ
ん
と
接
し

て
い
る
時
間
よ
り
も
、
看

護
日
誌
を
書
い
て
い
る
時

間
の
方
が
多
い
」と
患
者
さ

ん
か
ら
の
苦
情
が
出
た
と

か
。
そ
こ
で
、
あ
る
人
が

看
護
師
さ
ん
に
聞
い
た
そ

う
で
す
。

　
「
な
ぜ
そ
ん
な
に
書
類
を

書
く
の
？
」

　

返
事
は
、「
も
し
か
の
と

き
医
療
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き

な
い
た
め
に
…
」
だ
っ
た
、

そ
う
で
す
。
私
た
ち
も
現

場
よ
り
も
書
類
作
り
に
精

を
出
し
て
い
る
仕
事
に
な

り
ま
し
た
ね
。
税
務
ト
ラ

ブ
ル
を
予
期
し
て
の
こ
と

か
。
も
っ
と
も
、
患
者
さ

ん
と
違
っ
て
、
調
査
時
間

が
短
く
な
れ
ば
苦
情
は
な

い
か
。

現
場
の
意
見
を 

　

二
回
に
分
け
て
紹
介

【
近
畿
地
連
】

　

今
年
度
も
半
年
が
経
過

し
、
各
署
の
現
場
で
は
い

ろ
い
ろ
な
問
題
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
現
場
の
調
査

手
続
法
定
化
を
め
ぐ
る
意

見
、
各
職
能
で
の
意
見
を

ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

★
調
査
手
続
法
定
化
で

　
　

現
場
は
右
往
左
往

　

今
、
調
査
部
門
で
は
国

税
通
刑
法
の
改
正
に
よ
る

１
月
か
ら
の
調
査
手
続
等

の
法
定
化
施
行
に
向
け
て
、

先
行
的
取
り
組
み
が
行
わ

れ
混
乱
が
生
じ
て
い
ま
す
。

★
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
は

　
　

課
税
が
で
き
な
い
？

　

課
税
結
果
の
説
明
書
を

作
成
す
る
段
階
で
は
、
相

手
が
修
正
申
告
書
の
提
出

に
応
じ
な
い
場
合
は
、
更

正
を
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
更
正
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
確
実
な

部
分
し
か
提
示
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
今
ま
で
で

あ
れ
ば
、
納
税
者
が
認
め

れ
ば
、
修
正
申
告
で
対
応

し
た
部
分
も
、
提
示
の
段

階
で
減
額
を
せ
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
こ
と
も
出
て

く
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

と
現
場
の
職
員
は
戸
惑
い

を
隠
せ
ま
せ
ん
。
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１
月　

日
、
国
税
庁
と
行

１８

　

職
員
の
労
働
条
件
改
善
を

（二）求
め
て
交
渉
を
行
い
ま
し

た
。
交
渉
に
は
、
東
京
、
関

信
、
近
畿
の
各
地
連
か
ら
代

表
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
　

◇　
　

◇　
　

◇

　

冒
頭
、
平
均
７
・
８
％
の

賃
金
引
下
げ
は
、
た
だ
で
さ

え
低
い
賃
金
の
行　

職
員
の

（二）

生
活
を
圧
迫
し
て
お
り
、
給

与
臨
時
特
例
法
を
直
ち
に
廃

止
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。

ま
た
、
退
職
手
当
に
つ
い
て

も
国
会
解
散
の
ど
さ
く
さ
に

ま
ぎ
れ
て
決
定
さ
れ
た
大
幅

引
き
下
げ
の
撤
回
を
求
め
ま

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
庁

は
、
公
務
員
全
体
の
問
題
で

あ
り
長
官
の
権
限
外
の
事
項

と
回
答
し
ま
し
た
。

　

定
員
に
つ
い
て
、
毎
年
7

％
強
の
定
員
削
減
と
な
っ
て

お
り
、
い
ま
働
い
て
い
る
職

員
も
将
来
展
望
が
見
え
な
い

現
状
で
あ
り
、
削
減
を
や
め

る
よ
う
求
め
ま
し
た
。

　

昇
格
に
つ
い
て
「
部
下
数

制
限
」
を
撤
廃
し
昇
格
を
促

進
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。

ほ
と
ん
ど
が
一
人
職
場
で
あ

り
、
部
下
な
ど
持
ち
よ
う
も

な
い
現
状
で
昇
格
の
大
き
な

ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
人
事
院
に
対
し
個
別

協
議
を
積
極
的
に
働
き
か
け

る
よ
う
求
め
ま
し
た
。

　

再
任
用
に
つ
い
て
、
希
望

者
全
員
を
再
雇
用
、
格
付
け

級
の
引
き
上
げ
、
フ
ル
タ
イ

ム
に
よ
る
再
任
用
の
道
を
閉

ざ
さ
な
い
こ
と
を
求
め
ま
し

た
。
当
局
は
、
昭
和　

年
５

５８

月
の
閣
議
決
定
で
公
務
の
遂

行
上
真
に
必
要
な
場
合
を
除

い
て
フ
ル
タ
イ
ム
は
で
き
な

い
と
回
答
し
ま
し
た
。

　

行　

職
員
は
フ
ル
タ
イ
ム

（二）

で
も
月　

万
円
前
後
、
職
員

２０

の
生
活
に
配
慮
し
た
当
局
の

姿
勢
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

行　

職
員
の
処
遇
改
善
を

（二）

年末離職者、大量123名 教
員
退
職
の
責
任
は
誰
に
！

定年直前に厳しい選択、「退職金引下げ」が引き金か

行（二）職員の要求書を提出する阿部副委員長（右）

　

退
職
金
引
き
下
げ
が
地
方
自
治
体
に
ま
で
広
が
り
波
紋
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

各
地
で
２
月
施
行
や
３
月
施
行
で
教
職
員
な
ど
が
３
月
末
を
待
た
ず
退
職
す
る

事
態
と
な
り
、「
子
ど
も
を
置
い
て
き
ぼ
り
に
す
る
な
」
と
の
報
道
が
あ
る
一
方
で
、

年
度
途
中
に
引
き
下
げ
た
責
任
を
問
う
声
も
多
く
聞
か
れ
ま
す
。

「
部
下
数
制
限
の
撤
廃
」で
昇
格
実
現
を
要
求

す
（
組
合
調
べ
）。

　

退
職
金
引
き
下
げ
の
第
二

段
階
で
あ
る
来
年
６
月
末
は

普
通
科　

期
相
当
の
職
員
に

32

と
っ
て
厳
し
い
選
択
を
迫
ら

れ
ま
す
。
勤
務
延
長
後
６
月

　

日
で
退
職
す
る
か
７
月
９

30日
ま
で
勤
務
す
る
か
で
５
％

約
1
3
0
万
円
も
違
っ
て
き

ま
す
。
２
月
１
日
の
長
官
交

渉
で
古
谷
一
之
長
官
は
「
勤

務
延
長
で
9
日
ま
で
お
願
い

し
て
い
る
た
め
懸
念
し
て
い

る
」、「
個
々
の
職
員
の
生
活

に
影
響
す
る
」、「　

日
間
の

10

空
白
が
生
じ
る
が
何
と
か
守

り
き
っ
て
い
き
た
い
」
と
回

答
し
ま
し
た
。

若
い
世
代
の
将
来
設
計
に
も

　

高
齢
期
の
処
遇
は
、
直
面

し
て
い
る
世
代
は
も
ち
ろ
ん

若
い
世
代
に
と
っ
て
も
将
来

設
計
を
描
く
上
で
無
視
で
き

ま
せ
ん
。

　

安
倍
内
閣
は
民
主
党
政
権

下
で
凍
結
状
態
に
あ
っ
た　
55

歳
以
上
の
昇
給
を
原
則
停
止

す
る
人
事
院
勧
告
を
来
年
度

か
ら
実
施
す
る
と
、
何
の
前

触
れ
も
な
く
労
使
協
議
も
な

く
決
め
ま
し
た
。

　
　

期
生
が
直
面
す
る
無
年

32
金
期
間
が
来
年
に
迫
っ
て
い

ま
す
。
古
谷
長
官
は
「
昨
年

3
月
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え

フ
ル
タ
イ
ム
再
任
用
制
度
が

前
提
だ
」
と
回
答
す
る
だ
け

で
、
定
年
延
長
は
も
ち
ろ
ん

再
任
用
後
の
処
遇
に
つ
い
て

を
占
め
ま
し
た
。 　

人
が

55

離
職
し
た
東
京
局
で
は　

人
36

が
上
席
以
上
で　

歳
と
な
っ

60

て
い
た
普
通
科　

期
相
当
の

31

職
員
は
実
に　

人
に
上
り
ま

21

　

国
税
で
も
年
末
退
職
者
が

か
つ
て
な
く
多
く
な
り
ま
し

た
。
東
京
、
関
信
、
名
古
屋
、

大
阪
の
四
局
合
計
で　

人
が

98

離
職
し
、
上
席
以
上
が　

人
73

は
言
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

年
末
退
職
者
に
は
多
く
の

調
査
官
が
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
東
京
局
で
は　

人
中
8

12

人
が
再
任
用
職
員
だ
っ
た
よ

う
で
す（
組
合
調
べ
）。
国
税

通
則
法
改
正
に
よ
る
調
査
手

続
の
煩
わ
し
さ
へ
の
忌
避
感

か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

賃
金
だ
け
で
な
く
働
く
誇
り

を
失
わ
せ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。

長
官
の
使
用
者
責
任
を
問
う

　

古
谷
長
官
は
「
退
職
金
引

き
下
げ
は
政
府
の
一
員
と
し

て
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な

い
」
と
従
来
回
答
を
繰
り
返

し
ま
し
た
が
、
賃
下
げ
、
宿

舎
廃
止
・
家
賃
値
上
げ
、
定

昇
停
止
と
働
く
意
欲
を
な
く

し
、
公
務
員
制
度
を
揺
る
が

す
数
々
の
処
遇
低
下
に
財
務

官
僚
と
し
て
、
使
用
者
と
し

て
、
ど
う
対
処
し
て
い
く
の

か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
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